
令和７年度 第６回南島原市行政改革推進委員会 

会 議 次 第  
 

 

 

日時：令和８年２月１２日（木） 

午後１時３０分～ 

場所：南島原市役所 

   西有家庁舎２階応接室 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 議 題 

 

（１）第５次行政改革大綱で取り組む事項に関する答申（最終案）について 

【資料】 

 ・資 料 １ 「第５次南島原市行政改革大綱(素案)」への意見募集結果(案) 

  ・資 料 ２ 答申書(案) 

  ・資 料 ３ 第５次行政改革大綱(素案)(パブリック・コメント後) 

 

３ 答 申 

 

 

 

 

 

４ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



南島原市行政改革推進委員会 委員名簿 

任期：令和６年１０月５日～令和８年１０月４日 

No 氏     名 住       所 

1 隈
くま

 部
べ

  太
たい

 洋
よう

 南島原市有家町 

2 松
まつ

 﨑
ざき

  博
ひろ

 文
ふみ

 南島原市布津町 

3   梶
かじ

 原
わら

  正
まさ

 興
おき

 南島原市北有馬町 

4 西
にし

 田
だ

  由
ゆ

 里
り

 子
こ

 南島原市南有馬町 

5 川
かわ

 本
もと

  恵
え

 美
み

 南島原市深江町 

6 髙
たか

 木
き

  哲
てつ

 也
や

 南島原市加津佐町 

7 野
の

 中
なか

  孝
たか

 徳
のり

 南島原市南有馬町 

8 林
はやし

 田
だ

  理
り

 恵
え

 南島原市加津佐町 

9 恵
え

 藤
とう

  久
ひさ

 昭
あき

 南島原市口之津町 

10 本
もと

 村
むら

  光
みつ

 惠
え

 南島原市西有家町 

  (敬称略)  



南島原市行政改革推進委員会条例 

（設置） 

第１条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進す

るため、南島原市行政改革推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じて、南島原市の行政改革の推進に関する重

要事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び

その職務を代理すべき委員がともに欠けたときは、市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで

きない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（資料提出の要求等） 

第６条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市

の各機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め

ることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 



附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 18年９月１日条例第 206号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 20年３月 25日条例第５号） 

この条例は、平成 20年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31年３月 28日条例第 12号） 

この条例は、平成 31年４月１日から施行する。 

   附 則（令和７年３月 26日条例第９号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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「第５次南島原市行政改革大綱（素案）」への意見募集結果 

（案） 

１．意見募集期間 

 

  令和８年１月５日(月)  ～ 令和８年２月３日（火） 

 

２．意見募集状況 

  １）応募者数  １件 

  ２）意見件数 ２１件 

 

３．意見への対応区分とその件数 

 

対応区分 内  容 件  数 

A 意見を踏まえて素案を補修修正、又は追加記載したもの ２ 

B 事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの ０ 

C 既に記載済み・対応済みのもの ０ 

D 反映が困難なもの １２ 

E 感情、感想、質問等に対する回答を行ったもの ７ 

 

４．意見の要旨とこれに対する市の考え方 

 

番号 
計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

 p.1〜p.6 の

図表および

その説明 

図表は貼り付けてあるものの、

本文中に図表の説明が無く分か

りにくい資料です。また、図表

の番号もありません。 

説明が分かりにくい事例をいく

つか指摘しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずもって、行政改革大綱は、

行政改革の必要性と、そのため

の大まかな方向性を記載したも

ので、行政改革大綱の実施計画

である「集中改革プラン」に具

体的な取組内容を記載すること

としているため、大綱には大枠

を記載しています。 

 この前提で、ご指摘に対して

下記のとおり市の考え方をお示

しします。なお、大綱２～６ペ

ージまでは、現状を述べる文章

のあとに証拠となる図表を掲載

する流れとして作成していま

す。 

 

資料１ 
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番号 
計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

1  ①p.4 の第 2 行の「財政指標は

この数年間悪化しておらず」は

文章中でデータが説明されてい

ま せ ん 。 EBPM(Evidence-

Based Policy Making)を推進し

ておられるのであれば、先にデ

ータ（図表）を説明して、その

データから導かれたことを結論

として書くべきです。 

財政指標がこの数年悪化して

いない理由として、「県内１３市

財政指標比較表」で本市が比較

的上位にあり、かつ各種財政指

標の推移の表中の「財政力指

数」「経常収支比率」「実質公債

費比率」が、ここ数年横ばいで

あることによって確認できま

す。 

E 

2  ②p.5 の 7 行目の「社会インフ

ラ等の老朽化」は財政を考える

上で必要な項目としてあげられ

ていますが、どのようなインフ

ラがあって、その老朽化の度合

いなどのデータ（図表）が無く、

どれくらいの規模なのか分かり

ません。 

「◆ 性質別歳出決算の状況」

の次に、令和４年３月に改訂し

た「南島原市公共施設等総合管

理計画」２７ページに掲載して

いる図を「◆公共施設年度別整

備延床面積（令和３年度時点）」

として掲載するとともに、大綱

５ページ本文中「社会インフラ

等の老朽化に伴う設備更新な

ど」を「合併後に旧町から引き

継いだ多くの公共施設等（資産）

の老朽化に伴う設備更新など」

に修正します。 

A 

3  ③p.6の上部の「市民一人あたり

の資産額と負債額の関係」の図

について、この図に関する説明

を本文中で見つけることが出来

ませんでした。この資料に必要

な図なのであれば説明を必ず付

けてください。 

 

上記本文の修正により、６ペ

ージの「市民一人あたりの資産

額と負債額の関係」を関連付け

ました。 

 ここで、県内の他市と比較し

た場合、負債額は比較的少ない

が資産は多い部類に位置するた

め、公共施設等の資産を減らす

取組が必要と読み取れると思い

ます。 

E 

4  ④p.6 の下部の図にはキャプシ

ョンが無く、左右の軸にはラベ

ルと単位が書かれていません。 

タイトルとして「◆南島原市

の将来人口推計」を追加し、単

位表示を追加します。 

A 

5  図表のキャプションは表の場合

には表の上に、図の場合には図

の下に付けるのが一般的です。

図表のキャプションはそれに従

って付けるのが良いと思いま

す。 

（参考：JIS X 4051 「日本語文

書の組版方法」） 

 本大綱を日本工業規格に定め

る文章の記載方法に基づき、計

画を策定しなければならないわ

けではありません。 

 Ａ４縦用紙に横書きの文章を

作成する際に図や表のタイトル

を左上に付けることで、左上か

ら一行ずつ順を追って読み進め

E 
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番号 
計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

ることができます。 

 本計画はそのような意図をも

って本大綱を作成しています。 

 なお一部タイトルが抜けてい

たので④の意見に対する市の考

え方の欄で対応します。 

6 p.7 の (2)推

進体制につ

いて 

組織名称だけから判断すると

「行政改革推進委員会」は「行

政改革推進本部」の下位に位置

すると思うのですが、行政改革

の進捗状況を行政改革推進委員

会に報告するのは誰なのでしょ

うか？ 文章は行政改革推進本

部から行政改革推進委員会に対

して報告するように読めるので

すが、上位組織から下位組織へ

の報告はおかしいため、委員会

の下に作業班などのさらに下位

の組織があって、そこが委員会

に対して報告するということで

しょうか？ 組織の体系図と役

割・人員構成を示してください。 

 「行政改革推進委員会」は市

長の諮問機関で、行政改革推進

本部の上位や下位に位置づけて

いません。 

 行政改革の推進状況を行政改

革推進委員会に報告するのは、

行政改革推進本部長である市長

が行います。 

図示するほどの事ではありま

せんので、記載はいたしません。 

 行政改革推進委員会と行政改

革推進本部の役割などは、市ホ

ームページから例規集をご覧く

ださい。 

E 

7  行政改革の進捗状況を行政改革

推進委員会に報告するととも

に、ホームページ等で公表され

ることは非常に良いことだと思

います。 進捗状況を報告され

るということは、それに関連す

る実施計画や各組織の議事録な

ども公表されるということでよ

ろしいでしょうか？ 

 行政改革大綱の実施計画とし

て、「集中改革プラン」を行政改

革推進本部で策定しますが、各

取組の進捗状況を、行政改革推

進委員会に毎年報告し、改善点

などの意見をいただいていま

す。 

 集中改革プランは、行政改革

大綱とともに市のホームページ

のカテゴリ「市政情報」→「市

の財政・行政」→「行政改革」

の「行政改革とは」に記載して

います。また毎年度の進捗状況

は、「行政改革推進委員会」のペ

ージに、委員会に提出した資料

と会議録を記載しています。 

E 

8 p.8 の (1)財

政の健全化

について 

財政健全化の取組として「補助

金等の見直し」が挙げられてい

ますが、見直しを行うにはその

前に各補助金が有効であったか

の評価が必要であるため「補助

 補助金等の見直しについて

は、令和５年１０月に策定した

「補助金等の適正化に向けた基

本方針」に基づいて見直しを進

めているところです。この中で

D 
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番号 
計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

金等の有効性評価とその結果に

基づいた見直し」に修正してく

ださい。 

また、評価結果が市民の感覚に

合致したものか検証する必要が

あります。各補助金等の費用と

成果報告、及び評価結果の一覧

を意見募集（パブリックコメン

ト）で公開してください。 

補助金等の評価基準を設定し、

それに基づき客観的な評価を行

うこととしています。 

 「補助金等の見直し」の中に、

既に評価に基づく見直しの意図

を含んでおり、また「補助金等

の有効性評価とその結果に基づ

いた見直し」はタイトルとして

長いことから、現状のままとし

ます。 

 なお、各補助金等の現状につ

いては、市ホームページのカテ

ゴリ「市政情報」→「市の財政・

行政」→「行政改革」の「補助

金等の適正化」に補助金等調書

として掲載しています。 

 また、補助金等の評価につい

ては、原則３年毎に順次見直す

こととしており、その結果は、

市ホームページの「市政情報」

→「市の財政・行政」→「政策

評価」に掲載しています。 

 なお、政策評価による評価結

果については市民意見募集手続

要項第３条に該当しないと扱っ

ているため、意見等がある場合

は各補助金等の所管課にお問い

合わせください。 

9 

 

p.8 の (2)公

共施設等の

適正規模・適

正配置につ

いて 

「地域住民や利用者の理解を得

ながら、・・・、各種公共施設の

統廃合を進めます」とあります

が、地域住民や利用者の意見を

どのように集め整理するのかを

具体的に記載していただきた

い。また、整理した結果をもう

一度地域住民や利用者に戻して

了解を得ないと「理解を得た」

ということにはなりません。ど

のように理解を得ながら進めて

行くのかについても具体的に記

載してください。 

 公共施設等の性質により、地

域住民や利用者からの意見聴取

の方法は様々です。行政改革の

基本的な方向性を記載している

行政改革大綱に、具体的な意見

聴取と整理の方法を載せること

は適切ではないと考えます。 

Ｄ 

10 p.8 の (3)自

主財源の確

自主財源確保の取組として「不

要となった土地・建物の処分」

 土地・建物の取得に関して日

本人に限定する法律が現時点で

Ｄ 
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番号 
計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

保について が挙げられていますが、国土保

全のため購入者は日本人に限定

してください。また、購入者か

ら外国人に転売されることを禁

止するため契約書に転売禁止の

条件を付けてください。 

無いため、法律以上の規制を行

う地方自治体の条例制定や計画

策定は適切ではないと考えま

す。 

11  特定の業者に安価に売却するな

どといった不正がおこらないよ

うにするための対策を行ってく

ださい。 

 市の土地の売却にあたって

は、南島原市財産規則に沿った

取り扱いを行っており、また、

処分の方法等も公有財産活用評

定委員会によって審議された結

果に基づいています。 

 今後も不正等が行われないよ

う、慎重な取り扱いを行います。 

Ｅ 

12 p.10 の(1)行

政手続きの

利用者目線

による利便

性向上の取

組について 

「アナログ規制の点検・見直し」

とありますが、「アナログ規制」

の説明が無く分かりません。ま

た、「点検・見直し」は何を点検

するのか、何を見直すのかが分

からないので具体的に書いてく

ださい。 

デジタル庁から言われたことを

そのまま書いているようにしか

見えませんが、デジタル庁が言

うところの「アナログ規制」は

「人の目による確認、現地・対

面での対応、公的証明書等の書

面での掲示」などであり不正防

止には有効なものばかりです。

これらを見直すということは不

正を行いやすくなるか、個人情

報をデジタルデータとして国や

自治体に完全に掌握・管理され

てしまうかということになるの

で、デジタル庁が言うところの

「アナログ規制」なのであれば、

アナログ規制は残すべきと思い

ます。 

 行政改革大綱は、本市の行政

改革の方向性や骨組みを記載し

たものですので、個別具体的な

方法や費用対効果等の詳細は記

載いたしません。 

 具体的な取組内容は、行政改

革大綱の実施計画である「集中

改革プラン」に記載することと

しています。 

 ＤＸに関する部分について

は、南島原市ＤＸ推進アクショ

ンプランに詳しく記載する予定

としていますので、そちらをご

覧下さい。 

Ｄ 

13  「押印申請の見直し」とありま

すが、これは「押印を廃止して

自署を必須にする」ということ

でしょうか？ 押印を単に廃止

するだけだと本人確認が出来な

行政改革大綱は、本市の行政

改革の方向性や骨組みを記載し

たものですので、個別具体的な

方法や費用対効果等の詳細は記

載いたしません。 

Ｄ 
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番号 
計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

いので、「見直し」という曖昧な

表現ではなく具体的に書いてく

ださい。 

 令和 6 年 3 月発行の南島原市

DX 推進アクションプラン第 2

版 56 ページのアクションプラ

ン「押印申請の見直し」を見る

と、令和 4 年末時点で目標値

80%実施に対して実績値 55%、

令和 5 年末の目標値は 100%実

施となっているのですが、これ

が出来ていなかったということ

でしょうか？          

 具体的な取組内容は、行政改

革大綱の実施計画である「集中

改革プラン」に記載することと

しています。 

 押印申請の見直しの実績に関

しては、市ホームページのカテ

ゴリ「市政情報」→「市の財政・

行政」→「行政改革」の行政改

革委員会のページ内、令和７年

度第２回行政改革推進委員会の

結果の記事に令和６年度末時点

の実績を記載していますので、

ご確認ください。 

14  「コンビニ交付の導入」につい

て、利用者は限定的だと思われ

るため、基本項目１の財政基盤

確立の観点からも費用対効果で

メリットが無ければ実施する必

要は無いと思います。コンビニ

交付の想定利用者数と導入に必

要な費用くらいの情報は記載し

てください。 

 行政改革大綱は、本市の行政

改革の方向性や骨組みを記載し

たものですので、個別具体的な

方法や費用対効果等の詳細は記

載いたしません。 

 具体的な取組内容は、行政改

革大綱の実施計画である「集中

改革プラン」に記載することと

しています。 

 なお、令和７年１０月時点で、

全国の自治体の約８割がコンビ

ニ交付を導入しており、長崎県

内では本市を含め７自治体が導

入していません。 

Ｄ 

15  「多様なオンラインサービスの

導入推進」は無駄なシステム開

発をしないよう必要なサービス

のみに限定してください。導入

するサービスの一覧くらいの情

報は記載してください。 

行政改革大綱は、本市の行政

改革の方向性や骨組みを記載し

たものですので、個別具体的な

方法や費用対効果等の詳細は記

載いたしません。 

 具体的な取組内容は、行政改

革大綱の実施計画である「集中

改革プラン」に記載することと

しています。 

Ｄ 

16 p.10 の(2)行

政事務の効

率化の取組

について 

「業務効率化ツールの活用」と

ありますが、目的はツールの活

用ではなく、業務をどのように

改善するかですから取組内容は

「・・業務の改善（改善内容は

具体的に）」のように書くべきで

はないですか。業務効率化ツー

 行政改革大綱は、本市の行政

改革の方向性や骨組みを記載し

たものですので、個別具体的な

方法や費用対効果等の詳細は記

載いたしません。 

 具体的な取組内容は、行政改

革大綱の実施計画である「集中

Ｄ 
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番号 
計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

ルの使用は業務改善の手段でし

かなく、業務改善の内容に応じ

て必要なツールを選択すればよ

いだけです。 

改革プラン」に記載することと

しています。 

 改善を要する業務内容が多岐

にわたるため、改善の手段とし

て業務効率化ツールを逐次活用

することを取組内容としていま

す。 

17  「庁内会議の効率化」とありま

すが、「効率化」は何をもって実

施しますか？ 出席者の選別、

会議の時間制限、資料削減、テ

レビ会議など、何をしたいのか

が分からないので具体的に書い

てください。 

 行政改革大綱は、本市の行政

改革の方向性や骨組みを記載し

たものですので、個別具体的な

方法や費用対効果等の詳細は記

載いたしません。 

 具体的な取組内容は、行政改

革大綱の実施計画である「集中

改革プラン」に記載することと

しています。 

 なお、庁内会議の効率化の具

体的な手段は、今後の技術の進

歩と新製品の登場で容易に変わ

ることがあるため、具体的な記

載はいたしません。 

Ｄ 

18  「EBPMの実践」は非常に良い

ことです。この資料も EBPMに

則ってエビデンスを示すように

してください。 

 行政改革大綱は、行政改革の

必要性と、行政改革を進めるた

めの方向性や骨組みを記載した

ものですので、個別具体的な方

法や費用対効果等の詳細は記載

いたしません。本大綱に掲げる

行政改革の方向性や骨組みは、

財政状況や人口の動態等の記載

しているデータ等の他にも、毎

年度の決算の状況や、公共施設

等総合管理計画に記載されてい

る施設の状況など、本市が公表

している各種データをはじめ、

市で利用可能な内部資料や国や

県の動向などを元に検討した内

容です。用いたデータを全て計

画等に記載することは紙面の都

合で現実的ではなく、市の政策

決定の過程で用いたデータを全

て公表しなければならないと定

められているわけではないた

め、代表的なものの記載にとど

Ｅ 
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番号 
計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

めています。 

19 p.11 の(1)効

率的で将来

を見越した

組織・体制の

構築の取組

について 

取組として書いてあることは全

て曖昧な表現ばかりで取組内容

を具体化出来ていません。見出

しの表現としては良いかもしれ

ませんが、普通はこれに詳細内

容の説明を付けるのでは？ 

「定員適正化計画の推進」は、

いつ迄に何を推進するのか 

「行政組織機構の再編」は、ど

う再編するのか 

「地域拠点施設の整備」は、何

をどう整備するのか 

「小中学校の適正規模・適正配

置の検討」は、「適正規模」「適

正配置」の内容を具体的に 

 行政改革大綱は、行政改革の

必要性と、行政改革を進めるた

めの方向性や骨組みを記載した

ものですので、個別具体的な方

法や費用対効果等の詳細は記載

いたしません。 

 具体的な取組内容は、行政改

革大綱の実施計画である「集中

改革プラン」に記載することと

しています。 

Ｄ 

20 p.11 の(2)職

員力の向上

の DX 関連

部分につい

て 

DX とは「データとデジタル技

術を活用して、業務そのものや

組織、プロセス、等を変革して、

競争上の優位性を確立する」と

いう考え方であり、企業や自治

体毎に実施内容は異なり、同じ

自治体内にも複数の DX が存在

することになります。DX の話

をするのであれば、個々の DX

毎にターゲットを決めて整理が

必要なのではないでしょうか？ 

取組として「DX人材の育成」と

ありますが、具体的に何をする

のでしょうか？ 

行政改革大綱は、行政改革の

必要性と、行政改革を進めるた

めの大まかな方向性・骨組みを

記載したものですので、個別具

体的な方法や費用対効果等の詳

細は記載いたしません。 

 具体的な取組内容は、行政改

革大綱の実施計画である「集中

改革プラン」に記載することと

しています。 

Ｄ 

21 資料全体に

ついて 

いろいろと指摘させていただき

ましたが、資料が十分に検討さ

れているものには思えず、意見

募集（パブリックコメント）を

実施するには不完全だと思いま

す。資料を修正してもう一度意

見募集を実施されることを希望

します。 

行政改革大綱は、行政改革の

必要性と、行政改革を進めるた

めの大まかな方向性・骨組みを

記載したもので、個別具体的な

方法や費用対効果等の詳細は記

載することはありませんので、

再度意見募集を行うこともあり

ません。 

Ｄ 

 



令和８年２月１２日 

 

 

南 島 原 市 長  様 

 

 

 

南島原市行政改革推進委員会 

                      会長  隈 部 太 洋 

 

 

 

第５次行政改革大綱で取組む事項に関することについて（答申） 

 

 

 令和７年５月２２日付７南人第２７１号をもって、市長から諮問があった第５次

行政改革大綱で取組む事項に関することについて、当委員会では６回にわたる協議

検討を重ね意見を取りまとめましたので、ここに答申いたします。 

  

 

資料２ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答 申 書 
 

 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月  日 

 

南島原市行政改革推進委員会 
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はじめに 

  市では、第１次から第４次行政改革大綱に基づいて、行政コストの削減と、それ

による財政の健全化を主軸として、「職員定員の適正化」「効率的な組織の構築を図

るための組織機構改革」に引き続き取り組み、各計画期間内で想定された課題への

対応策として「電子自治体の推進」「地域協働の推進」「自主財源の確保」「債権の適

正管理」といった取組を実施された結果、経常収支比率や実質公債費比率といった

財政指標はこの数年間悪化しておらず、県内他自治体と比較しても良好な比率を保

っている。 

  しかし、自主財源に乏しい本市は、歳入の多くを交付税に依存している状況にあ

って、合併特例事業債の令和７年度終了に加え、人口減少による税収の減少や令和

７年度国勢調査結果の地方交付税への反映などにより、将来の歳入減少が見込まれ

る。一方で、物価高騰による経常的経費の増加や、社会インフラ等の老朽化に伴う

設備更新など、これまで以上に厳しい財政運営を迫られることが懸念される。 

また、生産年齢人口の減少に伴う地域社会の衰退や、歳入減少に伴う行政サービ

スの質の低下を防ぎつつ、多様化する行政ニーズにも対応していかなければならな

い。 

人口減少に応じて職員も減少するなかにあって、企画立案や地域社会支援、住民

への直接的なサービス提供といった職員でなければできない業務に注力できるよ

う、本市においても国が推進する「デジタル行財政改革」に沿って行政事務の効率

化を進めるなど、「人口減少社会に対応した行政」の構築に積極的に取り組む必要が

ある。 

このような状況を鑑みると、第５次行政改革大綱では、これまでと同様コスト縮

減や歳出削減、自主財源の確保に努めるとともに、人口に比して過大な公共施設等

の整理統合などによる将来負担の軽減や、国が進める「デジタル行財政改革」に沿

って、急激な人口減少に対応するためにデジタル技術を活用した公共サービスの維

持・強化も必要と考える。 

行政改革の推進に当たっては、市民の理解と協力が必要であることを念頭におい

て、市民とともにさらなる改革に取り組むとともに、人口減少社会に対応した持続

可能な行政運営に取り組み、本市の発展につなげていただくよう望みたい。 
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 基本項目１  健全で持続可能な財政基盤の確立 

 

（１）財政の健全化 
 

人口減少とそれに伴う地域産業の衰退によって、市税や地方交付税が減少する

ことが見込まれる中、市民にとって必要なサービスを可能な限り維持し、人口減

少社会に対応した持続可能な行政運営を行うためには、国や県等の動向を注視し

つつ、公会計等による分析と中長期の財政運営の見通しに基づき、歳出抑制や公

共施設総量の縮減等に取り組むなど、健全な財政運営が必要である。 

このため、政策評価制度に基づき、公益性・必要性・有効性等の観点による新

規事業や建設事業等の評価、補助金等の見直し、その他管理経費縮減などの歳出

抑制策に取り組まれ、そこで生み出した財政的余力をもって、人口減少対策や産

業振興などの本市の課題解決に必要な事業の創出に努めていただきたい。 
 

 

（２）公共施設等の適正規模・適正配置 
 

公共施設等の適正規模・適正配置は、将来負担の軽減に非常に効果的である一

方、市民の利便性の低下を招く可能性もある。人口減少や歳入減少に対応した持

続可能な行政運営に取り組むため、地域住民や利用者の理解を得ながら、必要性

や費用対効果、長期的視点をもとに策定された公共施設等総合管理計画とその個

別施設計画に基づき、今果たすべき課題を先送りすることなく、各種公共施設の

統廃合に努めていただきたい。 

 

（３）自主財源の確保 
 

   本市は歳入の約４割を交付税に依存しており財政的な余力が乏しいことから、

利用者負担を原則とした使用料・手数料の再設定と適正徴収をはじめ、公有財産

のうち用途を廃止しにより不要となった土地、建物の処分に積極的に取り組み、

自主財源の確保に努めていただきたい。 

また、ふるさと応援寄附については、これまでの努力の結果、大幅な寄附増を

実現されている。本制度は市の財政はもとより地域経済に多くの恩恵がある制度

であることから、今後も地域産品のＰＲと連動した新規返礼品の開発等に取り組

まれるなど、更なる事業拡大を望むものである。 
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 基本項目２  デジタル行財政改革の推進 

 

（１）行政手続きの利用者目線による利便性向上 
 

人口減少に対応した持続可能な行政運営に必要な事務の省力化を進めつつ、多

様化するライフスタイルに対応した行政手続きの利便性向上を図るためには、行

政窓口に出向かずに手続きが完結する仕組みの構築や、窓口における申請用紙へ

の署名や捺印を無くして手続き自体を画面上で完結させるなど、南島原市ＤＸア

クションプランに掲げる「行かない・書かない・待たない窓口」の実現が求めら

れる。 

このため、行政手続きのオンライン化や「書かない窓口」の推進をはじめ、住

民票等の各種証明書のコンビニ交付や多様なオンラインサービスの導入など、利

用者目線に立った行政窓口業務の改革を進めていただきたい。 

 

（２）行政事務の効率化 
 

   歳入減少や職員減少に伴う行政サービスの質の低下を防ぎつつ、多様化する行

政ニーズに対応するためには、行政窓口業務の改革とあわせ、行政内部の事務効

率化が必要である。 

このため、行政手続きのデジタル化やオンライン化、業務効率化ツール等の積

極的活用をはじめ、電子データによる事務を前提とした事務手順の見直しや、庁

内会議の更なるペーパーレス化の推進など、旧来の慣習や固定観念に捕らわれな

い行政事務の効率化に努めるとともに、公会計や各種統計データ等を活用したＥ

ＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）により施策・事業の優先順位を明確化し、限ら

れた予算を最も効果が見込まれる分野に配分するなど、政策形成の効率化も進め

ていただきたい。 
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基本項目３  効率的な組織の構築と職員力の向上 

 

（１）効率的で将来を見越した組織・体制の構築 
 

   市の行政改革の大きな柱の一つとして、定員適正化計画に取り組まれており、

現在、第２次定員適正化計画に基づいた人員削減を着実に進めている。 

しかしながら、職員は減少する一方、市民ニーズの多様化や国及び県からの権

限移譲に伴い、業務量は増加傾向にある。これまでは時間外勤務などにより対応

してこられたが、時間外勤務の抑制に限界が見られ、このままでは市民サービス

の低下を招くのではないかと懸念している。そのため、市民サービスの低下によ

る弊害が出ないよう職員数を見極めながら、定員管理に努めていただくとともに、

人員配置や業務の実施方法についても改めて見直しを行い、職員一人ひとりが問

題意識をもって業務に取り組んでいただきたい。 

また、基本項目１で掲げている公共施設等の適正規模・適正配置の推進や庁舎

老朽化を見据えた支所庁舎の複合化等の検討状況、将来にわたる人口動向、デジ

タル行財政改革の進捗状況にあわせ、市の組織機構や体制等について見直しを進

めていただきたい。 

    

（２）職員力の向上 
 

限られた職員数の中で、市民サービスを可能な限り維持しつつ、人口減少社会

に対応した行政運営を行うためには、職員個々の能力を高め、自ら考え行動する

ことができる自立型人材を育成する必要がある。 

そのため、市の人材育成基本方針に基づいた各種研修等の計画的な実施や職場

環境の改善、人事評価を通じた職員自身の長所・短所の把握による主体的な能力

開発の促進、評価者研修の実施、人事評価の処遇への反映など、組織と職員が一

体となった人材育成に取り組み、職員の能力向上と自立型人材の育成に努めてい

ただきたい。 

また、基本方針２に掲げているデジタル技術の進捗に応じた効率的な事務手順

の構築や利用者目線による窓口業務改革などのデジタル行財政改革を着実に進め

るため、各種研修を通じてＤＸを推進するための専門知識と実践スキルを持つ人

材の育成に、積極的に取り組んでいただきたい。 
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南島原市行政改革推進委員会 

 

会長  隈部 太洋 

委員  松﨑 博文 

委員  梶原 正興 

委員  西田 由里子 

委員  川本 恵美 

委員  髙木 哲也 

委員  野中 孝徳 

委員  林田 理恵 

委員  恵藤 久昭 

委員  本村 光惠 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第５次 

南島原市行政改革大綱 

（素案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和●年●月 

 

南 島 原 市 

資料３ 
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１ これまでの取組                              

本市は、平成１８年３月３１日の８町合併により、「南島原市」として歩み始めた

当初の本市の財政状況は非常に厳しく、合併から１０年後の平成２８年度には財政

再建団体に陥る可能性が高い状況にありました。このため、合併直後の平成１８年

度を「行革元年」と位置づけ、行政改革の基本的方向性を定めた行政改革大綱と、

その実行計画である集中改革プランを策定し、事務事業の合理化や組織改正、定員

管理の適正化、地方債の繰り上げ償還に取り組んだことで、平成２２年度には財政

再建団体への転落という不測の事態は回避できる見通しが立ちました。 

しかしながら、その後も地方交付税の合併算定替えの段階的縮小や公共施設の老

朽化、人口減少といった本市を取り巻く厳しい状況は続き、これらに対応するため

に様々な行政改革に取り組んできました。 

平成２３年度からの第２次から第４次までの行政改革大綱でも、行政コストの削

減と、それによる財政の健全化を主軸として、「職員定員の適正化」「効率的な組織

の構築を図るための組織機構改革」に引き続き取り組み、各計画期間内で想定され

た課題への対応策として「電子自治体の推進」「地域協働の推進」「自主財源の確

保」「債権の適正管理」といった取組を進めてきました。 

◆ 計画策定の背景 

計画期間 計画 主な背景 

平成１８～ 

平成２２年度 

第１次 

行政改革大綱 

・合併による肥大化した組織 

・先送りされた地方債残高の増嵩 

平成２３～ 

平成２７年度 

第２次 

行政改革大綱 

・合併算定替えによる財政支援期間での財政基盤強

化 

平成２８～ 

令和２年度 

第３次 

行政改革大綱 

・地方交付税の段階的縮減 

・合併前に各町で建設された重複、かつ老朽化した

公共施設 

・定員化適正化計画により職員数が減少する中で、

効率的で効果的な組織作り 令和３～ 

令和７年度 

第４次 

行政改革大綱 

・地方交付税の合併算定替え終了による段階的な減

額が終了 

・人口減少社会への対応 
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◆ 第１次～第４次大綱の概要 

 基本方針 具体的な取組み 

第
１
次 

行
政
改
革
大
綱 

○機構・組織の見直し 

○職員の定員と給与の適正化 

○事務事業の見直しとコスト削減 

○公営施設の民営化と統廃合の推進 

●行政の担うべき役割の重点化 

●機構組織の再編整備 

●定員管理及び給与の適正化 

●人材育成の推進 

●公正の確保と透明性の向上 

●電子自治体の推進 

●財政健全化 

第
２
次 

行
政
改
革
大
綱 

○選択と集中による行財政運営 

○効率的な組織の構築 

○人事管理の適正化 

○健全で持続可能な財政基盤の確立 

●事務事業の見直し 

●地域協働の推進、情報の共有化 

●職員定数の削減 

●人材の育成 

●効率的でわかりやすい組織づくり 

●財政の健全化 

●自主財源の確保 

第
３
次 

行
政
改
革
大
綱 

〇選択と集中による行財政運営 

〇健全な財政運営 

〇効率的な組織の構築と職員力の向上 

●事務事業の見直し 

●地域協働の推進、情報の共有化 

●公共施設の適正管理 

●財政の健全化 

●債権の適正管理 

●自主財源の確保 

●歳出の抑制 

●効率的な組織の構築 

●職員力の向上 

第
４
次 

行
政
改
革
大
綱 

○選択と集中による行財政運営 

○健全で持続可能な財政基盤の確立 

○スマート自治体の推進 

○効率的な組織の構築と職員力の向上 

●事務事業の見直し 

●地域協働の推進 

●財政の健全化 

●債権の適正管理 

●自主財源の確保 

●歳出の抑制 

●行政手続のデジタル化 

●行政事務の効率化 

●効率的な組織の構築 

●職員力の向上 
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◆ 財政効果 

   財政効果 主な効果額（財政効果額の上位 3項目のみ） 

第１次 

行政改革大綱 

約２５億３千万円 

※Ｈ１７年比 

・庁舎経常経費の見直し  １２億６千万円 

・定員適正化計画推進    ６億６千万円 

・イベント等補助金見直し  １億１千万円               

第２次 

行政改革大綱 

約６億７千万円 

※Ｈ２２年比 

・定員適正化計画推進    ６億３千万円 

・遊休財産売却         ３千万円 

・市長等給与削減          １千万円 

第３次 

行政改革大綱 

約３０億４百万円 

※Ｈ２７年比 

・ふるさと応援寄附の推進 ２３億６千万円 

・定員適正化計画の推進   ６億１千万円 

・遊休財産の利活用     ５千２百万円 

第４次 

行政改革大綱 

約４５億８千万円 

※Ｒ２年比 
※Ｒ３～Ｒ６の４年間 

・ふるさと応援寄附の推進 ３８億９千万円 

・定員適正化計画の推進   ３億７千万円 

・遊休財産の利活用     ２億３千万円 

 

◆ 職員の定員適正化計画の進捗状況（各年度４月１日現在の人数） 

単位：人 

項    目 合併時 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

 

H25 H26 H27 

計画職員数 
626 

617 599 578 562 550 540 528 507 487 

実績職員数 612 592 562 547 532 524 517 506 485 

比 較 増 減 － ▲5 ▲7 ▲16 ▲15 ▲18 ▲16 ▲11 ▲1 ▲2 

項    目 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

計画職員数 466 471 470 463 467 460 447 452 447 440 

実績職員数 466 467 465 459 455 443 437 435 430 425 

比 較 増 減 0 ▲4 ▲5 ▲4 ▲12 ▲17 ▲10 ▲17 ▲17 ▲15 

 

 

◆ 市の職員に係る人件費・職員数の状況 

 
※人件費は、会計年度任用職員及び一部事務組合派遣職員を除き、指導主事は含む。 
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行政改革大綱及び集中改革プランに基づく取組により、財政状況を示す経常収支

比率や財政の健全化を判断する実質公債費比率といった財政指標はこの数年間悪化

しておらず、県内他自治体と比較しても良好な比率を保っています。 

◆ 各種の財政指標の推移 

 項  目 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

財政力指数 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

経常収支比率(%) 87.2 86.2 88.9 88.1 86.5 

実質公債費比率(%) -4.1 -4.8 -4.9 -5.2 -5.7 

地方債現在高(千円) 23,173,352 22,192,644 20,299,274 19,771,840 20,454,591 

基金現在高(千円) 16,939,986 16,403,467 16,610,869 17,077,383 18,136,825 

内 
 

訳 

財政調整基金(千円) 3,383,406 3,377,549 3,378,070 3,529,600 4,169,423 

減債基金(千円) 4,233,309 3,427,110 2,904,432 2,840,672 2,850,763 

その他の基金(千円) 9,323,271 9,598,808 10,328,367 10,707,111 11,116,639 

【指標用語の説明】 

 財 政 力 指 数：行政活動を行うのにどのくらい自力で財源を調達できるかを表したもので、指標が大きいほ 

         ど財政力が強い（「１」を超える市町村には、普通交付税は交付されない）。 

 経常収支比率：財政の弾力性（ゆとり）を見るための指標。使途を制限されない経常的な収入（地方税や交 

付税等）に対する経常的な支出（人件費や公債費等）の割合が低いほど、財政にゆとりがあ 

り、状況の変化に柔軟に対応できる。 

 実質公債費比率：一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する

比率。（例 年収に占める借金返済額） 

 

◆ 県内１３市 財政指標比較表（令和６年度ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※標準財政規模：公共団体の標準的な一般財源（地方税や普通交付税などの総額で、市が自由に使えるお金の 

こと）。
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２ 行政改革の必要性                             

 これまでの行政改革によって歳出の抑制や歳入の増加などに一定の成果をあげる

ことができたものの、本市を取り巻く環境は依然として厳しいものがあります。 

（１）厳しさを増す財政状況への対応 

 令和７年度をもって合併特例事業債が終了します。また、人口減少による税収の

減少や令和７年度国勢調査結果の地方交付税への反映などにより、将来の歳入減少

が見込まれています。 

 その一方で、物価高による経常的経費の増加や、合併後に旧町から引き継いだ多

くの公共施設等(資産)の老朽化に伴う設備更新など、これまで以上に厳しい財政運

営を迫られることが予想されます。 

 このため、歳入と歳出の均衡がとれた財政運営を目指す取組が必要です。 

◆ 市税・地方交付税の歳入決算の状況 
単位：千円・％ 

 区  分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 

市 税 3,695,541 10.3 3,688,109 10.2 3,497,640 9.6 

 

 

 

 

 

市町村民税 1,418,950 3.9 1,378,639 3.8 1,234,197 3.4 

固定資産税 1,772,955 4.9 1,803,790 5.0 1,759,979 4.8 

軽自動車税 209,522 0.6 211,471 0.6 216,058 0.6 

市町村たばこ税 286,781 0.8 282,224 0.7 273,298 0.7 

入湯税 7,333 0.1 11,985 0.1 14,108 0.1 

地方交付税 13,161,083 36.8 12,970,633 35.8 13,224,195 36.4 

 

 

普通交付税 12,181,628 34.1 12,009,691 33.1 12,278,050 33.8 

特別交付税 979,455 2.7 960,942 2.7 946,145 2.6 

 

◆ 性質別歳出決算の状況 
単位：千円・％ 

 区  分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 

義務的経費 15,039,842 44.6 14,059,587 41.3 14,861,777 43.0 

 

人件費 4,228,174 12.5 4,265,441 12.5 4,437,435 12.8 

扶助費 6,475,653 19.2 6,223,414 18.3 6,862,254 19.9 

公債費 4,336,015 12.9 3,570,732 10.5 3,562,088 10.3 

投資的経費 5,667,566 16.8 5,789,076 17.1 6,436,500 18.7 

 普通建設事業費 4,706,810 14.0 5,387,510 15.9 6,165,548 17.9 

 災害復旧事業費 960,756 2.8 401,566 1.2 270,952 0.8 

消費的経費 8,513,458 25.2 9,144,422 26.8 8,186,983 23.7 

 物件費 3,537,345 10.5 3,605,949 10.6 3,518,689 10.2 

 維持補修費 271,186 0.8 282,633 0.8 221,661 0.6 

 補助費等 4,704,927 13.9 5,255,840 15.4 4,446,633 12.9 

その他経費 4,521,461 13.4 5,064,702 14.8 5,085,453 14.6 

 積立金 2,039,217 6.0 2,531,863 7.4 2,572,527 7.4 

 投資及び出資金・貸付金 25,000 0.1 110,000 0.3 113,000 0.3 

 繰出金 2,457,244 7.3 2,422,839 7.3 2,399,926 6.9 

合計 33,742,327 100.0 34,057,787 100.0 34,570,713 100.0 
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◆公共施設年度別整備延床面積（令和３年度時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「南島原市公共施設等総合管理計画（令和４年３月改訂版）」より引用 

 

◆市民一人あたりの資産額と負債額の関係（令和５年度一般会計ベース） 
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・資産額：市道、学校施設、公営住宅、公民館、図書館、基金など(過去から現在に至る建設事業等の実績) 

・負債額：地方債(借金)、退職手当引当金など 

・資産 1,791 億円 
・負債  237 億 5千万円 

※各市住基人口 R6.1.1 で除して算出 

築 30 年以上 

180,967 ㎡ 

（56.2％） 
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（２）人口減少社会への対応 

 生産年齢人口の減少に伴う地域社会の衰退や、歳入減少に伴う行政サービスの質

の低下を防ぎつつ、多様化する行政ニーズにも対応していかなければなりません。 

 人口減少に応じて職員も減少するなかにあって、企画立案や地域社会支援、住民

への直接的なサービス提供といった職員でなければできない業務に注力できるよ

う、本市においても国が推進する「デジタル行財政改革」に沿って行政事務の効率

化や行政サービスの向上を進めるなど、「人口減少社会に対応した行政」の構築に積

極的に取り組む必要があります。 

 

◆南島原市の将来人口推計 
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３ 行政改革の基本項目                            

行政改革の必要性で述べた人口減少等による「歳入の減少」をはじめ、経常経費

の増加や社会インフラ等の老朽化による「歳出の増加」、少子高齢化やデジタル・ト

ランスフォーメーションによる「社会情勢の変化」等への対策として、これまでと

同様「健全な財政運営の確立」、「簡素で効率的な行政運営の推進」、「持続可能な行

財政運営」の３点を行財政改革の基本的な柱と位置づけ、これを実現するため、次

の３つの項目を第５次行政改革大綱の基本項目に掲げ、具体的な実施計画を策定

し、行政改革に取り組むこととします。 

 

◆ 基 本 項 目 

 

    １．健全で持続可能な財政基盤の確立 

 

    ２．デジタル行財政改革の推進 

 

    ３．効率的な組織の構築と職員力の向上 

 

 

 

４ 第５次行政改革大綱の実施期間と推進体制                  

（１）実施期間 

 第５次行政改革大綱の実施期間は令和８年度から令和１２年度までの５年間とし

ます。 

 

（２）推進体制 

 市長を本部長とする「行政改革推進本部」において、実施計画となる集中改革プ

ランを策定し、取組取り組みを進めます。 

 また、行政改革の進捗状況を、「行政改革推進委員会」に報告するとともに、ホー

ムページ等で公表します。 
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５ 基本項目の方向性                              

《基本項目１》健全で持続可能な財政基盤の確立 

（１）財政の健全化 

人口減少とそれに伴う地域産業の衰退によって、市税や地方交付税が減少する

ことが見込まれる中、市民にとって必要なサービスを可能な限り維持し、人口減

少社会に対応した持続可能な行政運営を行うためには、国や県等の動向を注視し

つつ、公会計等による分析と中長期の財政運営の見通しに基づき、歳出抑制や公

共施設総量の縮減等に取り組むなど、健全な財政運営が必要です。 

このため、政策評価制度に基づき、公益性・必要性・有効性等の観点による新

規事業や建設事業等の評価、補助金等の見直し、その他管理経費縮減などの歳出

抑制策に取り組み、そこで生み出した財政的余力をもって、人口減少対策や産業

振興などの本市の課題解決に必要な事業の創出に努めます。 

 

  【取組の概要】 

   ・財政運営の検証及び財政指標の公表 

   ・政策評価制度による事務事業の精査 

   ・管理経費の縮減 

 

 

（２）公共施設等の適正規模・適正配置 

公共施設等の適正規模・適正配置は、将来負担の軽減に非常に効果的である一

方、市民の利便性の低下を招く可能性もあります。人口減少や歳入減少に対応し

た持続可能な行政運営に取り組むため、地域住民や利用者の理解を得ながら、必

要性や費用対効果、長期的視点をもとに策定された公共施設等総合管理計画とそ

の個別施設計画に基づき、今果たすべき課題を先送りすることなく、各種公共施

設の統廃合を進めます。  

   

  【取組の概要】 

   ・公共施設等の適正規模・適正配置の推進 

 

 

（３）自主財源の確保 

  本市は歳入の約４割を交付税に依存しており財政的な余力に乏しいことから、

利用者負担を原則とした使用料・手数料の再設定と適正徴収をはじめ、公有財産

のうち用途廃止によって不要となった土地、建物の処分に積極的に取り組み、自

主財源の確保に努めます。 

また、ふるさと応援寄附は市の財政はもとより地域経済に多くの恩恵がある制
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度であることから、本制度を積極的に推進し、地域産品のＰＲと結び付けた地域

経済の活性化を図ります。 

 

【取組の概要】 

   ・公共施設の使用料等の適正徴収 

   ・不要資産の処分 

   ・ふるさと応援寄附の推進 
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《基本項目２》デジタル行財政改革の推進 

（１）行政手続きの利用者目線による利便性向上 

  人口減少に対応した持続可能な行政運営に必要な事務の省力化を進めつつ、多

様化するライフスタイルに対応した行政手続きの利便性向上を図るためには、行

政窓口に出向かずに手続きが完結する仕組みの構築や、窓口における申請用紙へ

の署名や捺印を無くして手続き自体を画面上で完結させるなど、南島原市ＤＸア

クションプランに掲げる「行かない・書かない・待たない窓口」の実現が求めら

れます。 

このため、行政手続きのオンライン化や「書かない窓口」の推進をはじめ、住

民票等の各種証明書のコンビニ交付や多様なオンラインサービスの導入など、利

用者目線に立った行政窓口業務の改革を進めます。 

   

  【取組の概要】 

   ・アナログ規制の点検・見直し 

・押印申請の見直し 

・コンビニ交付の導入 

・多様なオンラインサービスの導入推進 

 

 

（２）行政事務の効率化 

  歳入減少や職員減少に伴う行政サービスの質の低下を防ぎつつ、多様化する行

政ニーズに対応するためには、行政窓口業務の改革とあわせ、行政内部の事務効

率化が必要です。 

このため、行政手続きのデジタル化やオンライン化、業務効率化ツール等の積

極的活用をはじめ、電子データによる事務を前提とした事務手順の見直しや、庁

内会議の更なるペーパーレス化の推進など、旧来の慣習や固定観念に捕らわれな

い行政事務の効率化に努めます。また、公会計や各種統計データ等を活用したＥ

ＢＰＭ※により施策・事業の優先順位を明確化し、限られた予算を最も効果が見込

まれる分野に配分するなど、政策形成の効率化を進めます。 

   

  【取組の概要】 

   ・業務効率化ツールの活用 

   ・庁内会議の効率化 

   ・ＥＢＰＭの実践 

 

 

 

※ ＥＢＰＭ（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング） 

→政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根

拠（エビデンス）に基づくもの。（証拠に基づく政策立案） 
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《基本項目３》効率的な組織の構築と職員の人材育成 

（１）効率的で将来を見越した組織・体制の構築 

人口減少に伴って職員は減少する一方、市民ニーズの多様化や国県からの権限

移譲・新制度開始に伴い、業務量は増加傾向にあります。時間外勤務の抑制にも

限界があることから、人員配置や業務実施方法を見直すとともに、市民サービス

を維持できる職員数を見極めながら、職員の定員適正化に取り組みます。 

また、公共施設等の適正規模・適正配置の推進や庁舎老朽化を見据えた支所庁

舎の複合化等の検討状況、将来にわたる人口動向、デジタル行財政改革の進捗状

況にあわせ、市の組織機構や体制などの見直しを進めます。 

 

  【取組の概要】 

   ・定員適正化計画の推進 

   ・行政組織機構の再編 

   ・地域拠点施設の整備 

   ・小中学校の適正規模・適正配置の検討 

 

 

（２）職員力の向上 

  限られた職員数の中で、市民サービスを可能な限り維持しつつ、人口減少社会

に対応した行政運営を行うためには、職員個々の能力を高め、自ら考え行動する

ことができる自立型人材を育成する必要があります。 

そのため、市の人材育成基本方針に基づいた各種研修等の計画的な実施や職場

環境の改善、人事評価を通じた職員自身の長所・短所の把握による主体的な能力

開発の促進、評価者研修の実施、人事評価の処遇への反映など、組織と職員が一

体となった人材育成に取り組むことで、職員の能力向上と自立型人材の育成に努

めます。 

また、デジタル技術の進捗に応じた効率的な事務手順の構築や利用者目線によ

る窓口業務改革などのデジタル行財政改革を着実に進めるため、各種研修を通じ

てＤＸを推進するための専門知識と実践スキルを持つ人材の育成に取り組みま

す。 

   

  【取組の概要】 

・職員の資質向上と意識改革 

・ＤＸ人材の育成 

 

 


